
<前提> プリアンブル部によってクレーム発明の範囲が限定的に解釈されるかどうかは様々な観点で判断される。 

・クレームに生命、活力、及び、重要性を付与しないプリアンブル部はクレームの範囲を限定しない（MPEP2111.02 ）。 

・≪判例紹介≫ プリアンブル部によってクレーム発明の範囲が限定解釈されなかった判例（①）、限定解釈された判例（②） 。 

① ボディ部で発明が十分且つ本質的に規定されている（Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999)。

② プリアンブル部の記載が長く、かつ、ボディ部においてプリアンブル部の記載を多く引用して記載している（Eaton Corp. v. Rockwell International Corp., No. 01-

1633 (Fed. Cir. Mar. 27, 2003) ）。

[米国判例] プリアンブル部の解釈と実務上の留意事項 

・クレームのプリアンブル部によってクレーム発明の範囲が限定的に解釈される否かが争われた事件。 

・米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、プリアンブル部の”An internally illuminated textile footwear”という文言が係争クレームのボディ部の先行詞であるかどうか等

を踏まえて判断。 

１．判決要旨 

２．事件の概要  SHOES BY FIREBUG LLC V. STRIDE RITE CHILDREN’S GROUP LLC 事件（Fed. Cir No.2019-1622, Decided: Jun 25, 2020） 
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